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1 厚生労働大臣 番号法別表第二の1の項
全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者
の資格取得の確認等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

2 全国健康保険協会 番号法別表第二の2の項
全国健康保険協会被保険者の任意継続被保
険者の被扶養者届の認定等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

3 健康保険組合 番号法別表第二の3の項
健康保険組合管掌健康保険の被保険者の資
格取得の確認等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

4 厚生労働大臣 番号法別表第二の4の項
被保険者が後期高齢者医療の被保険者に該
当しなくなった又は該当したことによる保険料
徴収額の変更等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

5 全国健康保険協会 番号法別表第二の5の項
船員保険の疾病任意継続被保険者の被扶養
者の認定等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

6 都道府県知事 番号法別表第二の11の項
児童福祉法による小児慢性特定疾病医療費
の支給等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

7 市町村長 番号法別表第二の14の項
児童福祉法による肢体不自由児通所医療費
の支給等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

8 都道府県知事 番号法別表第二の17の項
児童福祉法による障害児入所医療費の支給
等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

9 市町村長 番号法別表第二の24の項

定期の予防接種又は臨時の予防接種を受け
たことにより疾病にかかり、障害の状態となり、
又は死亡した場合に支給する健康被害救済の
給付の支給に関する事務

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

10 都道府県知事 番号法別表第二の33の項
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律
による入院措置に関する事務

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

11 都道府県知事等 番号法別表第二の37の項
生活保護法による要保護者及び被保護者で
あった者の資産、収入等に関する調査

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

12 市町村長 番号法別表第二の38の項 国民健康保険税の減免の申請の確認等 国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時
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13
日本私立学校振興・共
済事業団

番号法別表第二の46の項
私立学校教職員共済法による資格取得届出
の確認等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

14 国家公務員共済組合 番号法別表第二の53の項
国家公務員共済組合法による被扶養者の認
定等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

15
市町村長又は国民健
康保険組合

番号法別表第二の56の項
市区町村の区域内に住所を有するに至ったこ
とによる国民健康保険の被保険者の資格取得
に係る届出の確認等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

16 地方公務員共済組合 番号法別表第二の75の項
地方公務員等共済組合法による被扶養者であ
ることの確認等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

17 市町村長 番号法別表第二の79の項 老人福祉法による措置に要する費用の徴収等 国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

18 厚生労働大臣 番号法別表第二の101の項
雇用保険法による傷病手当の支給に関する事
務

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

19
後期高齢者医療広域
連合

番号法別表第二の104の項 資格取得の届出の確認等 国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

20 都道府県知事等 番号法別表第二の106の項

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律による支援給付
の申請及び決定又は実施、支援給付に要する
費用の返還又は徴収に係る事実の審査

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

21 市町村長 番号法別表第二の123の項
介護保険法による第2号被保険者の被保険者
証交付申請の確認等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

22
都道府県知事又は保
健所を設置する市の
長

番号法別表第二の130の項
感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律による費用の負担又は療養費
の支給等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時
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23
独立行政法人日本学
生支援機構

番号法別表第二の140の項
奨学金の貸与者の認定の際の家計支持者の
収入が機構の定める収入基準額以下であるか
どうかの判定等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

24
都道府県知事又は市
町村長

番号法別表第二の143の項
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による自立支援給付の支
給に関する事務等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時

25 都道府県知事 番号法別表第二の155の項
難病の患者に対する医療等に関する法律によ
る特定医療費の支給に関する事務等

国民健康保険関係情報
10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者 〇 随時
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1 戸籍住民課 住民基本台帳法第７条第１項第１０号
国民健康保険被保険者資格に関する事項で
政令で定めるものについての住民票への記
載

国民健康保険被保険者資格に関する事項で政
令で定めるもの（資格取得日、喪失日）

10万人以上100
万人未満

国民健康保険法第５条及び第
６条の規定による国民健康保険
の被保険者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

2 税務課
番号法別表第一の２４
目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則
第１１条（５）ア

社会保険料控除額となる国民健康保険料の
確認

国民健康保険賦課情報、国民健康保険収納情
報、国民健康保険資格情報等

10万人以上100
万人未満

国民健康保険被保険者のうち、
目黒区に課税権がある者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

3 税務課
番号法別表第一の２４
目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則
第１１条（３）

地方税法に基づく相続人代表者の指定に係
る国民健康保険給付関係情報の確認

国民健康保険給付情報（葬祭執行者氏名、支
給額、支給月、支給方法等）

１万人未満
国民健康保険被保険者のうち、
目黒区に課税権がある者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

4 子育て支援課

目黒区個人番号の利用に関する条例別表３の
項及び条例施行規則第４条
目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則
第１１条（２６）（ア）

目黒区ひとり親家庭等の医療費の助成に関
する条例(平成元年12月目黒区条例第41号)
による医療費の助成に関する事務

国保資格情報（氏名、記号、番号、取得日、喪
失日等）　国保給付情報（療養費支給に係る給
付金額、保険点数、自己負担割合等）

１万人未満
ひとり親家庭等医療費助成制
度の受給者又は児童で国保加
入者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

5 保健予防課
番号法別表第一の１４
番号法別表第二の２４

予防接種法による給付（同法第十五条第一
項の疾病に係るものに限る。）の支給に関す
る事務

国民健康保険資格情報等（資格取得日、喪失
日、自己負担額）

１万人未満
定期予防接種対象者で国民健
康保険加入者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

6 感染症対策課
番号法別表第一の１０５
番号法別表第二の１３０

感染症の予防及び感染症の患者に対する医
療に関する法律による費用の負担又は療養
費の支給に関する事務

国民健康保険資格情報（資格取得日、喪失日） １万人未満
国民健康保険被保険者のうち、
債権回収が困難と判断された
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

7 保健予防課
番号法別表第一の１１７
番号法別表第二の１４２

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
支援するための法律による自立支援医療費
助成（育成医療・精神通院）に関する事務

国民健康保険資格情報（資格取得日、喪失日） １万人未満
自立支援医療費助成を申請す
る者で国民健康保険加入者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

8 障害者支援課
番号法別表第一の１１７
番号法別表第二の１４３

自立支援医療費に関する給付との調整

＜保険履歴情報＞
宛名番号、履歴番号
＜詳細情報＞
被保険者宛名番号、被保険者との続柄、保険
種別、保険者番号、保険記号、保険番号、加入
日、脱退日、異動日、保険異動事由、任意継続
区分、扶養区分、附加給付対象区分、公費区
分、継続療養区分

１万人未満
自立支援医療対象の国民健康
保険被保険者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

9 障害者支援課

目黒区個人番号の利用に関する条例別表第10
の項
目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則
第１１条(18)の2カ

心身障害者の医療費の助成に関する
条例（昭和４９年３月東京都条例第
２０号）による医療費の助成に関す
る事務

＜保険履歴情報＞
加入日、脱退日、保険者番号、保険者名、扶養
区分、被保険者氏名、保険記号、保険番号
＜詳細情報＞
保険者番号、保険者名、保険種別、退職任意
継続区分、保険記号、保険番号、被保険者（宛
名番号、氏名）、続柄、扶養区分、継続療養区
分、加入日、脱退日、異動日、保険異動事由、
扶養区分、附加給付対象区分、公費区分

１万人未満
心身障害者医療費助成制
度対象の国保加入者

〇 随時

10 生活福祉課
番号法別表第一の２３
番号法別表第二の３７

要保護者及び被保護者であった者の資産、
収入等に関する調査

国民健康保険関係情報（資格情報、国民健康
保険料の滞納状況、給付情報）

１万人未満 国民健康保険被保険者 〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時
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11 生活福祉課
番号法別表第一の９５
番号法別表第二の１１６

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに
永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶
者の自立の支援に関する法律による支援給
付の支援に関する事務であって主務省令で
定めるもの

国民健康保険関係情報（資格情報、国民健康
保険料の滞納状況、給付情報）

１万人未満 国民健康保険被保険者 〇 随時

12 生活福祉課

目黒区個人番号の利用に関する条例別表５の
項
目黒区個人番号の利用に関する条例施行規則
第１１条（２９）オ

「生活に困窮する外国人に対する生活保護
の措置について（昭和29年5月8日社発第
382号厚生省社会局長通知）」による保護の
実施に関する事務

国民健康保険関係情報（資格情報、国民健康
保険料の滞納状況、給付情報）

１万人未満 国民健康保険被保険者 〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

13 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

第２号被保険者の被保険者証交付申請の確
認

国民健康保険資格情報（氏名、記号、番号、取
得日、喪失日等）

10万人以上100
万人未満

４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

14 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

第２号被保険者の被保険者証再交付申請の
確認

国民健康保険資格情報（氏名、記号、番号、取
得日、喪失日等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

15 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

第２号被保険者の資格喪失確認
国民健康保険資格情報（氏名、記号、番号、取
得日、喪失日等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

16 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

要介護認定における医療保険被保険者資格
の確認

国民健康保険資格情報等（氏名、記号、番号、
取得日、喪失日等）

１万人以上10万
人未満

４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

17 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

要支援認定における医療保険被保険者資格
の確認

国民健康保険資格情報等（氏名、記号、番号、
取得日、喪失日等）

１万人以上10万
人未満

４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

18 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

要介護更新認定における医療保険被保険者
資格の確認

国民健康保険資格情報等（氏名、記号、番号、
取得日、喪失日等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

19 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

要支援更新認定における医療保険被保険者
資格の確認

国民健康保険資格情報等（氏名、記号、番号、
取得日、喪失日等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

20 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

要介護状態区分の変更の認定における医療
保険被保険者資格の確認

国民健康保険資格情報等（氏名、記号、番号、
取得日、喪失日等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

21 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

要支援状態区分の変更の認定における医療
保険被保険者資格の確認

国民健康保険資格情報等（氏名、記号、番号、
取得日、喪失日等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

22 介護保険課
番号法別表第一の１００
番号法別表第二の１２３

介護給付費等対象サービスの種類の指定の
変更の申請内容の確認

国民健康保険資格情報（保険者名称、保険者
種別、資格区分、被保険者氏名、医療保険者
番号、記号、番号、国保資格取得日、喪失日）
国民健康保険賦課情報（保険料、収納履歴等）

１万人未満
４０歳から６４歳の国保加入者
である介護保険第２号被保険
者

〇 〇 〇
緊急時等には電子
記録媒体・紙による
移転も可とする。

随時

23 健康推進課
番号法別表第一の１１１
番号法別表第二の１３６

健康増進法による健康増進事業の実施に関
する事務

国民健康保険資格情報
10万人以上100
万人未満

・肺がん、大腸がん、胃がん、
肝炎ウイルス検診：４０歳以上
・子宮がん：２０歳以上の女性
・乳がん：４０歳以上の女性
・歯周疾患検診：３５、４０、４２、
４５、４７、５０、５５、６０、６５、７０
歳
・骨粗鬆症検診：４０、４５、５０、
５５、６０、６５、７０歳の女性
上記対象者で国民健康保険の
資格がある者

〇 随時


